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高槻市立前島熱利用センター募集要項 

 

 



 



指定管理者選定委員会資料 

募集要項の概要（前島熱利用センター）   

 

項     目 内               容 

１ 施設の名称 

及び所在地 

名  称：高槻市立前島熱利用センター   愛称「クリンピア前島」 

所在地：高槻市前島四丁目１８番１号 

２ 施設の概要 敷地面積（15,229.94 ㎡） 建築面積（2,004 ㎡） 延床面積（5,629 ㎡） 

構 造：鉄筋コンクリート造 地上４階建 

施 設：１階 第１工作室（定員２０人）、第２工作室（定員２０人） 

２階  大プール（定員 ３１２人） 

（長２５ｍ×巾１４ｍ×深 1.1～1.3ｍ） 

小プール（長１５ｍ×巾４ｍ×深０～0.6ｍ） 

ジャグジー（長 3.5ｍ×巾 2.8ｍ×深 0.9ｍ） 

採暖室（長 4.5ｍ×巾５ｍ） 

３階 多目的ルーム（定員 ５０人） 

          第１会議室（定員 ５０人）、第２会議室（定員 ５０人） 

４階  大広間（定員 ５０人）、和室（定員 １２人） 

           娯楽・談話コーナー（長 19.7ｍ×巾７ｍ） 

男子・女子浴室（一般浴、サウナ） 

設 備：空調設備 一式、衛生設備 一式、エレベーター １機、 

消防設備 一式、放送設備 一式、中央監視装置 一式 

駐車場：普通乗用車 １０３台 

駐輪場：１２０台 

３ 業務の範囲 (1) 施設の管理運営に関すること 

(2) 施設等の利用の許可に関すること 

(3) プール施設の安全な運営に関すること 

(4) 利用の促進に関すること 

(5) 設置目的に適合する自主事業の企画及び実施に関すること 

(6) 施設等に係る経費の支払に関すること 

(7) その他前島センターの管理業務に関すること 
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４ 管理の基準 ・利用時間 

午前１０時～午後８時（日曜日にあっては、午後４時３０分まで） 

・浴室利用時間 

午前１１時～午後３時（日曜日にあっては、午後２時まで） 

・駐車場利用時間 

午前９時３０分～午後８時３０分（日曜日にあっては、午後５時まで） 

・休館日 

水曜日（その日が休日に当たるときは、その翌日） 

１２月２９日～翌年１月３日、１０月下旬の約１０日間 

指定管理者は、市長の承認を得て、利用時間を延長し、又は短縮でき、

休館日も臨時に開館し、又は休館することができる 

５ 利 用 料 金 利用料金制（ 有 ・ 無 ） 

協定締結時に想定した収益があった場合は、その超える額の４０％相当

額を市に納付するものとする 

６ 指定の期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

７ 応募の資格 (1)この募集要項の公示の日現在、大阪府又は大阪府周辺に営業所、 

事務所又は事業所を有していること 

(2)高槻市建設工事請負業者指名停止基準及び高槻市物品売買業者 

指名停止基準による指名停止期間中でないこと 

(3)国税及び地方税を滞納していないこと 

(4)団体及び役員等が指定手続条例第４条の欠格条項に該当しないこと 

(5)プールの管理業務の実績を２年間以上有すること 

(6)管理業務の遂行に必要な資格を有する者を配置できること 

＜複数の法人等による応募＞ 

(1)グループの構成団体を特定し、グループの名称及びグループ内で代 

表となる法人等を定めること 

(2)単独で応募した法人等は、グループの構成団体として応募することが 

できない 

(3)複数のグループにおいて、同時に構成団体となることはできない 

８ 応募の方法 ・要項配布：令和７年８月４日(月)から令和７年９月３日(水)まで 

・受付期間：令和７年８月４日(月)から令和７年９月３日(水)まで 

・説 明 会：令和７年８月８日(金) 

・質問受付：令和７年８月８日(金)から令和７年８月２２日(金)まで 

９ 選定の基準 別紙「高槻市指定管理者候補者選定評価表」のとおり 

10 指定管理料 ６８,４００千円以下 

＜想定収支＞ 

支出：９７,５００千円 

収入：９７,５００千円 

（内指定管理料 

：６８,４００千円） 

差引：    ０千円 

（参考） 

＜Ｒ７予算＞  ＜Ｒ６決算＞   ＜R５決算＞ 

８１,３９０千円 ８２,９９８千円   ８１,８８５千円 

８１,３９０千円 ８２,９５７千円   ８１,８４１千円 

 

(５０,５００千円） （５１,５００千円） （５２,０００千円） 

０千円     －４１千円     －４４千円 
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11 特 記 事 項 (1)指定管理者は、管理業務を開始する日までに、市から事務引継を受 

けること 

(2)指定管理者は、管理業務の遂行に当たり、関係団体との連携・協力 

に努めること 

(3)市が前島センターの施設等を、災害の発生その他特別の事情がある 

場合に優先的に使用する場合は、指定管理者はそれに協力すること 

12 所  管  課 市民生活環境部資源循環推進課  電話：０７２－６６９－１８８６ 
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高槻市立前島熱利用センター指定管理者募集要項  

 

１ 募集の趣旨 

  高槻市では、高槻市立熱利用センター条例（平成７年高槻市条例第 4 号。以下「セン

ター条例」という。）第１条の規定により設置された高槻市立前島熱利用センター（以下

「前島センター」という。）の管理に関する業務を効果的かつ効率的に行うため、指定管

理者制度を適用することとし、この募集要項のとおり指定管理者を募集します。 

 

２ 施設の概要 

名    称 高槻市立前島熱利用センター  愛称「クリンピア前島」 

所  在  地 高槻市前島四丁目１８番１号 

 

 

 

建   

物 

の 

概 

要 

 

 

 

構  造 鉄筋コンクリート造り 地上４階建て 

敷地面積  １５，２２９．９４㎡ 

建築面積   ２，００４㎡ 

延床面積   ５，６２９㎡ 

 

施  設 

 １階 第１工作室 （定員 ２０人） 

    第２工作室 （定員 ２０人） 

２階 大プール  （定員 ３１２人） 

（長２５ｍ×巾１４ｍ×深１.１～１.３ｍ） 

   小プール  （長１５ｍ×巾４ｍ×深０～０.６ｍ） 

   ジャグジー （長３.５ｍ×巾２.８ｍ×深０.９ｍ） 

   採暖室   （長４.５ｍ×巾５ｍ） 

３階 多目的ルーム（定員 ５０人） 

   第１会議室 （定員 ５０人） 

   第２会議室 （定員 ５０人） 

４階 大広間   （定員 ５０人） 

   和室    （定員 １２人） 

    娯楽・談話コーナー（長１９.７ｍ×巾７ｍ） 

男子・女子浴室（一般浴、サウナ） 

設  備 
空調設備 一式、衛生設備 一式、エレベーター １機、消防 

設備 一式、放送設備 一式、中央監視装置 一式 

附帯施設 駐車場 普通乗用車 １０３台、駐輪場 １２０台 

設置年月日  平成７年１１月１日 

施設の現状 
 前島センターは、ごみ焼却熱利用というサーマルリサイクルを通

じて温水プールや浴室、その他施設の冷暖房等に活用し、市民のレ

クリエーションの普及と健康の保持増進に寄与しています。 
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事業の内容 

・ レクリエーション等のための施設の供与に関すること。 

・ 前島センターの利用に関すること。（利用についての相談、申

込受付等を含む。） 

・ 前島センターの維持及び管理に関すること。 

・ 前島センター駐車場の利用、維持及び管理に関すること。 

 

利 用 者 数 

 

年間入館者数   令和６年度     ８９, ７０８人 

令和５年度       ８６，３９６人 

令和４年度       ８２，４４３人 

令和３年度       ６０，５６４人 

 

収支の状況 

 

支出（管理経費） 令和６年度決算 ８２，９９８，２５６円 

令和５年度決算  ８１，８８４，６９７円 

令和４年度決算  ８３，１２１，６７６円 

                 令和３年度決算  ７６, ２４３, ４８４円 

収入（利用料金等）令和６年度決算  ８２，９５６，９３９円 

令和５年度決算   ８１，８４１，１３２円 

         令和４年度決算  ８１，０６８，７０５円 

         令和３年度決算  ７５, ６２１, ０５８円 

※令和３年度の収入には、令和３年４～６月分の休業補填金、 

１，３１３，０００円が含まれています。 

 

３ 指定管理者が行う業務 

(1) 業務の範囲 

指定管理者は、次に掲げる前島センターの管理業務を行うものとする。 

① 施設の管理運営に関すること。 

② 施設の利用の許可に関すること。 

③ プール施設の安全な運営に関すること。 

④ 利用の促進に関すること。 

⑤ 設置目的に適合する自主事業の企画及び実施に関すること。 

⑥ 施設等に係る経費（電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料、電話（公衆

電話含む）料金、検査料等）の支払いに関すること。 

⑦ その他前島センターの管理業務（市長の権限に属する事務を除く。）に関すること。 

 

 (2) 管理の基準 

   指定管理者は、次に定めるところにより、前島センターの管理業務を適切に行うも

のとする。 

  ＜基本方針＞ 

    指定管理者は、管理業務の遂行に当たり、市民が広く利用する「公の施設」とし

ての前島センターの性格を十分に認識し、利用者にとっての快適な環境づくり及び

利用の促進を目指すとともに、施設等について、日常又は定期に必要な保守点検業

6 



3 

 

務を行うことにより、最良の状態を維持し、利用者の安全の確保に努める。 

    また、前島センターの利用の促進を図るため、積極的に広報活動を行うとともに、

設置目的に適合した魅力のある自主事業の企画及び実施に努めるものとする。 

 

 ＜基本的事項＞ 

① 開館時間及び休館日は、センター条例第１３条、１４条に定めるところによる。  

ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、利用時間を延長し、又は短縮でき、

休館日も臨時に開館し、又は休館することができる。 

施設の種類 利 用 時 間 休 館 日 

（１）浴室・駐

車場を除く施設 

午前１０時から午後８時（日曜

日にあっては、午後４時３０分）

まで 

（１）水曜日（その日が休日

に当るときは、その翌

日） 

（２）１２月２９日から翌年

の１月３日まで           

（３）１０月中旬の約１０日

間 

（２）浴 室 午前１１時から午後３時（日曜

日にあっては、午後２時）まで 

（３）駐車場 午前９時３０分から午後８時３

０分（日曜日にあっては、午後

５時）まで 

② 施設等の利用の許可は、センター条例第５条に基づき、公平かつ公正に行うもの

とする。センター条例第６条に該当するときは、許可をしてはならない。 

（プール団体利用は、市と協議しなければならない。） 

   ③ 管理上支障があると認めるときは、センター条例第１５条及び第１６条の規定に

基づき、施設等の利用の許可を取り消し、利用を制限し、若しくは停止し、入館

を拒み、又は退館させることができる。 

   ④ 指定管理者は、高槻市情報公開条例（平成１５年高槻市条例第１８号）の趣旨に

のっとり、管理業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ず

るように努めなければならない。 

   ⑤ 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の趣旨

にのっとり、管理業務に関して個人情報の保護のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

   ⑥ 指定管理者は、指定管理者又は職員が、管理業務の履行に際し、高槻市の事務事

業に関して、法令等に違反し、又は違反するおそれのある事実、若しくは不当な

事実を知った場合は、「高槻市職員等からの内部通報に関する規則」に基づき、そ

の事実を通報できることについて、職員に周知するものとする。 

   ⑦ 指定管理者は、自主事業を実施する場合は、あらかじめ、その内容を市と協議し

なければならない。 

⑧ 指定管理者は、前島センターが焼却炉の発生熱の有効利用を目指す｢余熱利用施

設｣であることを踏まえ、高槻市環境基本条例（平成１３年高槻市条例第１０号）

の趣旨にのっとり、省エネルギー、省資源、廃棄物減量、リサイクル促進等、環

境負荷の軽減に努めなければならない。    
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  ＜利用料金＞ 

①  利用料金は、指定管理者がセンター条例第７条に規定する利用料金の額の範囲内 

において、あらかじめ市長の承認を受けて定め、前島センターの施設等の利用者

から徴収する。徴収した利用料金は、指定管理者の収入とする。 

②  指定管理者は、市長が認める場合に限り、利用料金を減額し、又は免除すること

ができる。減免及び免除の基準は、センター条例第９条に規定するほか、市長が

定める。 

③  指定管理者は、市長が認める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付するこ

とができる。還付の基準は、センター条例第１０条に規定するほか、市長が定め

る。 

 

  ア 入館料（１人１回につき）  

個人  一般  ５２０円  

小学生・中学生・高齢者  ２６０円  

団体  ３０人以上  所定料金の９０パーセントに相当

する額  

５０人以上  所定料金の８０パーセントに相当

する額  

１００人以上  所定料金の７０パーセントに相当

する額  

イ 団体利用の場合（入館料に下表の料金を加算した額）  

区分  １時間につき  

プール  平日  １４，６６０円  

土曜日、日曜日又は休日  １８，３３０円  

プール以外の施設  大広間  １，０４０円  

和室  ３１０円  

多目的ルーム  １，０４０円  

第１会議室  ６２０円  

第２会議室  

第１工作室  

第２工作室  
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ウ 駐車場  

利用料金  

車両の種類  
１日１回につき  

普通自動車及び準中型自動車  ４００円  

中型自動車  １，０００円  

大型自動車  ２，０００円  

   

エ 現在の利用料金 

   現在の利用料金は、指定管理者の提案に基づき承認した下記の金額となっています。 

１）駐車場（１日１回につき） 

普通自動車及び準中型自動車   １００円 

中型自動車        ２００円 

大型自動車        ５００円 

   ２）回数券（１１枚綴） 

         一 般           ５，２００円 

         小学生・中学生・高齢者   ２，６００円 

 

＜管理業務の処理体制＞ 

① 指定管理者は、前島センターの管理業務に従事させる職員（以下「職員」という。）

を確保するほか、管理業務の処理に必要な体制（緊急時を含む。）を整備しなけ

ればならない。また、職員のうちから、１名を統括責任者として配置すること。 

② プールの管理運営を担う経験１０年以上の常勤の管理運営責任者を１名配置す

ることとし、他の事業所との兼務を禁止する。また、プールの管理業務を掌握し、

監視、指導等を指揮監督できる常勤の管理職員を３名以上配置することとし、他

の事業所との兼務を禁止する。なお、利用時間内は、管理運営責任者もしくは管

理職員を常時１人以上従事させること。 

③ 設備の管理を掌握し、検査、修理を指揮監督できる常勤の設備管理責任者を１名

配置し、他の事業所との兼務を禁止する。また、設備の管理について、来館者や

運営者への要望、不測の機器トラブルなどの対応のため、利用時間中は設備管理

職員を常時１人以上従事させること。 

④ 利用時間内の従事者数は施設での事故や火災発生等の緊急時に対応できる人数

とするとともに、受付に常時人員を配置するなど、利用者の要望に応えられるも

のとする。 

⑤ プール内の監視については、特記仕様書「前島温水プール監視業務」を順守する

こと。 

⑥ 統括責任者の職務は次のとおりとし、管理運営責任者、設備管理責任者との兼務

は可とするが、管理運営責任者と設備管理責任者の兼務はできないこととする。 

・施設の効率的、効果的な管理運営を安定して行うこと。 
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・市と指定管理者間の調整に関すること。 

・現場における従業員の指揮監督に関すること。 

・適切な管理・運営に資するため、従業員技術・マナーの向上に努めること。 

・事故・労働災害の防止に努めること。 

・各種報告書の提出に関すること。 

・その他市の指示事項に対する処置に関すること。 

⑦ 指定管理者は、職員の名簿に資格(防火管理者、第一種圧力容器取扱作業主任者、

第三種電気主任技術者、日本赤十字社水上安全救急員、スポーツ救急手当認定

等)・経歴等を記載し、市に提出しなければならない。職員に異動があった場合

も、同様とする。 

⑧ 指定管理者は、職員に対して、管理業務の遂行に必要な研修を実施しなければな

らない。特に、プールの遊泳監視及び救護、防犯対策、防災対策等の利用者の安

全の確保については、職員の指導に努め、適時訓練を行うものとする。 

⑨ 指定管理者は、管理業務の処理に関して事故（人身事故、施設等の破損事故等を

いう。）が生じたときは、必要な応急措置を講じるとともに、直ちに市に報告し、

その対処方法について、協議しなければならない。 

⑩ 管理業務の処理に関して生じた職員の災害について、指定管理者が責めを負い、

理由のいかんを問わず、市はなんら責めを負わない。 

⑪ 指定管理者及びその職員は、管理業務の処理において知り得た秘密を第三者に漏

らしてはならない。指定期間が終了した後も、同様とする。 

 

＜その他＞ 

① 市は、前島センターの施設等にあらかじめ備え付けられた備品（市が所有する備 

品に限る。）を、指定管理者に無償で使用させるものとする。指定管理者が、その

所有する備品を備え付けようとする場合は、あらかじめ、市にその旨を届け出な

ければならない。 

② 指定管理者は、当該業務の処理に関して、別に会計を設け、処理を明確にしなけ

ればならない。 

③ 指定管理者は、高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

１７年高槻市条例第１号。以下「指定手続条例」という。）第９条の規定に基づき、

毎年度、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。 

④ 指定管理者は、経営状況を明らかにする書類を作成し、市の求めに応じ、これを

提示しなければならない。 

⑤ 指定管理者が行う管理業務の全部又は主要な部分の処理を第三者に請け負わせ、

又は委託してはならない。ただし、設備点検、清掃、警備等の一部の業務につい

て市の承認を受けたときは、この限りでない。 

⑥ 自動販売機を設置するときは、高槻市公有財産規則（昭和５３年高槻市規則第２

号）に基づく行政財産の使用許可手続により使用面積に応じた使用料を負担する

こと。なお、自動販売機については、収益の１０％を市に納入すること。（詳細は、
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「自動販売機設置管理業務請負者選定ガイドライン」に定めた規定を遵守するこ

と。） 

 

４ 管理業務の処理に必要な経費等 

① 指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を、市が支払う指定管理料、利用料

金の収入によって賄うものとする。なお、指定管理者の提案により、管理業務に

充当する事業収入を計上することもできる。 

② 指定管理料は、指定管理者が提出する管理業務の収支計画書における収支の差引

額を基本とする。ただし、次表に掲げる額の範囲内とする。なお、管理業務の収

支計画書に含まれない収入支出についても、収支計画書を作成し提出すること。 

③ 指定管理料の額及び支払いの方法は、指定管理者が提出する管理業務の収支計画

書に基づき、年度ごとの予算の範囲内で市と指定管理者が協議し、双方で締結す

る協定において定めるものとする。 

④ 管理業務の収支計画に掲げる収支を超える収益を生じたときは、当該超過収益（増

収分）の４０％に相当する額を市に納付することとする。 

 

 

５ 市と指定管理者との責任の分担 

  市と指定管理者との責任分担は、原則として次表に定めるとおりとする。ただし、同

表に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、市と指定管理者が協議して定め

るものとする。 

項 目 事  項 内      容 

負 担 者 

指 定

管理者 
高槻市 

共通事項 

法令・制度の

改正 

事業運営に影響のある法令・制度の

改正 
協議事項 

税制の改正 

消費税の税率の変更  ○ 

法人税その他事業に影響を及ぼす

税率の変更 
○  

物価・金利の

変動 

物価・金利の変動 〇  

事業運営に影響を及ぼす著しい物

価・金利の変動 
協議事項 

資金の調達 必要な資金の確保 〇  

周辺地域、住

民、使用者へ

事業運営に係る使用者、地域住民等

からの苦情対応及び地域との協調 
〇  

 ＜指定管理料＞ 

 ６８,４００,０００円以下 

＜想定収支＞ 

支出（管理経費） ￥９７，５００，０００円 

収入（利用料金等）￥２９，１００，０００円 
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の対応 施設の設置及び指定管理者制度の

適用に関する苦情対応 
 ○ 

安全性の確

保 

施設の運営・維持管理に係る安全性

の確保及び周辺環境の保全（応急措

置を含む。） 

〇  

第三者への

賠償 

施設運営・維持補修において第三者

に損害を与えた場合 
○  

施設自体の瑕疵により第三者に損

害を与えた場合 
 〇 

応  募 応募の費用 応募に係る費用の負担 〇  

準  備 
引継ぎの費

用 

施設運営の引継費用 〇  

施設の引渡しに係る原状回復費用 〇  

管理運営 

事 業 の 中

止・延期 

市の責任による遅延・中止  ○ 

法令その他の制度の変更等により

市の建物所有が困難になったこと

による中止 

 ○ 

指定管理者の責任による遅延・中止 ○  

指定管理者の事業の放棄・破綻 ○  

減免制度 減免制度の対象者の拡大  ○ 

天災等によ

る事業中止 

大規模な災害等による事業中止 
 ○ 

市場の変化 
利用者の減少、競合施設の増加等に

よる収入源、経営不振 
○  

自主事業 
自主事業の実施に伴う損害の賠償 ○  

自主事業の実施に伴う苦情対応 ○  

維持管理 維持補修 

指定管理者の発意により行う施

設・設備・外構の改良、維持補修 
○  

市の発意により行う施設・設備・外

構の改良、維持補修 
 ○ 

施設・設備・外構の保守点検（法定

点検及び日常のメンテナンス） 
○  

経年劣化による施設・設備・外構の

維持補修（１件５０万円未満）及び

施設の管理上急を要する維持補修 

○  

経年劣化による施設・設備・外構の

維持補修（１件５０万円以上） 
 ○ 
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事故・火災による施設・設備・外構

の維持補修 
○  

天災その他不可抗力による施設躯

体、設備の損壊復旧 
 ○ 

法令の改正により必要となった施

設躯体・設備の維持補修 
 ○ 

修理修繕 

経年劣化による市の備品の修理・修

繕（１件５０万円未満） 
○  

経年劣化による市の備品の修理・修

繕（１件５０万円以上） 
 ○ 

 

６ 指定の期間 

  指定管理者の指定の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

 なお、指定期間満了に伴う新たな指定管理者の指定は、原則として公募とする。 

 

７ その他の条件 

① 指定管理者は、管理業務を開始する日までに、市から事務引継を受けること。 

② 指定管理者は、管理業務の遂行に当たり、関係団体との連携・協力に努めること。 

③ 市が前島センターの施設等を、災害の発生その他特別の事情がある場合に優先的に

使用する場合は、指定管理者はそれに協力すること。 

④ 市が実施する事業について市が協力を求めた場合は、別途業務委託等の協議に応じ

ること。（教育委員会における学校水泳授業の指導等に係る業務委託等） 

 

８ 応募の資格等 

＜応募資格＞ 

  指定管理者に応募することができる者は、法人その他の団体（以下「法人等」と

いう。）で、次のすべてに該当するものとする。個人での応募はできない。 

① この募集要項の公示の日現在、大阪府又は大阪府周辺に営業所、事務所又は事業

所を有していること。 

② 高槻市建設工事請負業者指名停止基準及び高槻市物品売買業者指名停止基準に

よる指名停止期間中でないこと。 

③ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

④ 団体及び役員等が指定手続条例第４条の欠格条項に該当しないこと。 

⑤ プールの管理業務の実績を２年間以上有すること。 

⑥ 管理業務の遂行に必要な資格(防火管理者、第一種圧力容器取扱作業主任者、第

三種電気主任技術者等)を有する者を配置できること。 
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  ＜複数の法人等による応募＞ 

    前島センターの管理業務を効果的かつ効率的に行うために必要な場合は、複数の

法人等（以下「グループ」という。）が共同して応募することができる。この場合に

おいては、次に掲げる事項に留意するものとする 

① グループの構成団体を特定し、グループの名称及びグループ内で代表となる法人

等を定めること。 

② 単独で応募した法人等は、グループの構成団体として応募することができない。 

③ 複数のグループにおいて、同時に構成団体となることはできない。 

    

９ 応募の方法 

  指定管理者に応募しようとする者は、次のとおり指定管理者指定申請書その他の書類

（以下｢応募書類｣という。）を市に提出すること。 

  ＜受付期間＞ 

    令和７年８月４日（月）から９月３日(水)まで 

午前８時４５分から午後４時００分まで 

（ただし、１２時から１２時４５分までを除く） 

   

＜提出方法＞ 

    持参又は郵送。郵送による場合は令和７年９月３日（水）必着。 

    (郵送の場合、書留など到着確認ができる手法をとること) 

   

＜提出先＞ 

    高槻市市民生活環境部資源循環推進課 

     〒569-0021 大阪府高槻市前島三丁目８番１号 エネルギーセンター内 

 

＜応募書類＞ 

   ①指定管理者指定申請書（様式第１号） 

    ②事業計画書（様式第２号） 

    ③収支計画書（様式第３号） 

     収支計画書（管理業務）および収支計画書（その他）を提出すること。 

    ④指定管理者応募資格誓約書 

    ⑤定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては、会則その他これに類する

ものの写し) 

    ⑥法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

    ⑦法人でない団体にあっては、代表者の身分証明書 

    ⑧国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申

立書 

    ⑨団体の前事業年度及びその直前の２事業年度の収支計算書及び貸借対照表のう
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ち作成しているもの 

    ⑩団体の現事業年度の収支予算書及び事業計画書 

    ⑪団体の事業報告書（作成している場合に限る。） 

    ⑫団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに類す

る書類（役員名簿には、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこ

れらに準ずべき者及び支配人の氏名、住所、生年月日を記載してください） 

    ⑬グループによる応募の場合には、グループの名称、各構成団体の名称及び代表

となる法人等の名称を明記した書類 

    ⑭プール管理業務に２年以上の実績を有することを確認できる契約書等の写し 

    ⑮類似施設の管理の際に使用している就業規則の写し(労働基準監督署の収受印

のあるもの) 

    ⑯労働保険料納入証明 

    ⑰社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書 

 

  ＜提出部数＞ 

    正本１部及び副本１０部。副本は正本を複写して作成しても差し支えありません。 

 

  ＜説明会の開催＞ 

    前島センターの施設等の概要、管理業務の内容等の説明を行うため、現地説明会

を次のとおり開催します。 

     日  時  令和７年８月８日(金)午後２時から 

     場  所  高槻市前島四丁目１８番１号 高槻市立前島熱利用センター４階 

     申込方法  令和７年８月８日(金)午前１０時までに、電話によりお申込みく

ださい。 

 

  ＜質問の受付＞ 

    前島センターの施設等の概要、管理業務の内容等について、次のとおり質問を受 

け付けます。 

受付期間  令和７年８月８日(金)から８月２２日(金)まで 

   質問方法  ファクシミリで受け付けます。（要到達確認） 

（電話を含め口頭での質問は受け付けません。 

   回答方法  ホームページに掲載 

        【説明会・質問の申し込み･問合せ先】 

         高槻市市民生活環境部資源循環推進課 

        〒569-0021 大阪府高槻市前島三丁目８番１号 

        電話 ０７２－６６９－１８８６ 

         FAX   ０７２－６６９－１９６１ 

   

 ＜応募に当たっての留意事項＞ 
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① 応募書類のほかに、必要に応じて、追加資料の提出を依頼することがあります。 

② 応募書類及び追加資料は、返却しません。 

③ 応募書類及び追加資料は、高槻市情報公開条例に基づき公開することがあります。 

④ 受付期間の終了後における応募書類及び追加書類の再提出又は差替えは、原則と

して認めません。 

⑤ 応募書類及び追加資料の作成並びに提出に要する費用は、すべて応募する法人等

の負担とします。 

⑥ 個人情報の取扱いについて 

提出いただいた役員名簿に記載された個人情報については、「個人情報の保護に

関する法律」に基づき、適正に管理します。この個人情報については、指定手続

条例第４条第２号から第６号に規定する欠格事項に該当しないことの確認のた

め、警察への照会に使用します。なお、目的外利用をすることは一切ありません。 

 

１０ 指定管理者の候補者の選定 

 (1) 選定方法 

   応募があった法人等のうちから、指定管理者の候補者（以下「候補者」という。）を

選定します。選定に当たっては、まず、市民生活環境部指定管理者選定員会幹事会に

て、応募書類の審査及びプレゼンテーションにより評価を行います。その後、学識経

験者等を含む委員で構成する高槻市指定管理者選定委員会の意見を聴くこととします。 

   なお、プレゼンテーションについては、令和７年９月１８日（木）の午後に行いま

す。日時や内容などの詳細については、追って応募者に連絡いたします。    

 (2) 選定の基準 

   候補者の選定は、価格評価点とサービス水準等評価点を合算した総合評価点を算定

して行います。それぞれの割合は、価格評価３０％、サービス水準等評価７０％を基

準とします。価格評価点は、市の提示額に対する応募者の提案額の割合を点数化しま

すが、市の提示額の７０パーセント以下は一律とします。また、総合評価点が同点の

場合は提案額のより低い者を優先します。 

なお、選定に伴う応募書類及び応募した法人等の審査は、原則として書類審査によ

り行いますが、必要に応じて、面接等により応募書類の内容について、聞き取りや追

加資料の提出等を求める場合があります。その結果、仕様等を遵守していないと判断

される場合や事業の実現性を欠くと認められる場合は、「失格」とすることがあります。 

＊ 市の人的・財政的支援を受けている外郭団体が応募する場合は、その影響額を考

慮した選定評価を行います。 

 

サービス水準等評価表 

評 価 基 準 評  価  項  目 配 点 

市民の平等な利用の 

確保に関すること。 

① 団体の理念、姿勢及び社会的責任 

② 施設の利用者への対応 
１０ 
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公の施設の効用を最

大限に発揮すること、

管理経費の縮減に関

すること。 

① 類似施設の運営実績 

② 効率的運営及び効率化への取組 

③ 状況把握に基づく経営戦略 

④ 指定への意欲及び熱意 

２０ 

公の施設の管理を安

定して行う物的能力

及び人的能力に関す

ること。 

① 団体の安定性及び継続性 

② 団体運営の公平性及び透明性 

③ 団体運営における法令の遵守 

④ 情報セキュリティ対策への取組 

⑤ 施設管理の安全性への配慮 

⑥ 職員の研修 

⑦ 業務執行体制の整備 

⑧ 計画的な施設の運営管理 

４０ 

施設の設置の目的の

寄与に関すること 

① 施設の設置目的と法人等の理念、姿勢等の 

整合性 

② 利用者の利便性の確保 

③ 地元還元施設としての配慮 

１５ 

市民サービスに関す

ること 

① 利用者に対するサービスの向上 

② 高齢者の利用促進への取組 

③ 苦情処理対応への取組 

１５ 

  ※１００ 

  ※サービス水準等評価点の割合を乗じて価格評価点と合算し、総合評価点とする。 

 

 (3) 候補者の決定 

   候補者を決定したときは、その結果を応募された法人等のすべてに書面で通知し、

公表します。 

 

１１ 指定管理者の指定等 

    指定管理者の指定は、候補者を前島センターの指定管理者とする旨の議案を令和

７年１２月に開催される予定の高槻市議会に上程し、その議決を受けて行うものと

する。 

   なお、市と指定管理者との間に締結する協定の内容その他指定管理者が管理業務 

  を行うために必要な事項の具体的な協議については、当該議決後において、速やか

に行います。 

 

１２ 別添書類の一覧 

 (1) 前島センター付近見取図と平面図 

 (2) 前島センター利用状況 

 (3) 前島センター収支状況 
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 (4) 応募資格誓約書 

(5) 指定申請書類（様式１～３） 

（6）管理業務仕様書 

（7）特記仕様書 

 

１３ 募集要項に関する問合せ先 

    高槻市市民生活環境部資源循環推進課 

     〒569-0021 大阪府高槻市前島三丁目８番１号 

    電 話 ０７２－６６９－１８８６ 

     FAX    ０７２－６６９－１９６１ 

 

１４ その他 

   この募集要項及び指定申請書等の様式は、高槻市のホームページ（指定管理者の募

集）からダウンロードすることができます。 

    高槻市のホームページ http://www.city.takatsuki.osaka.jp/●●● 
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対象施設：

所管課：

配点 評価点

10 0
・法人等の経営方針
・指定管理者としての認識と施設の管理運営方針
・公の施設の公共性、公平性の理解
・平等な利用に対する理念と利用者への対応

20 0
・類似施設の運営実績（年数、施設数、内容等）
・運営上の経験及び実績（市民サービス・安全確保
　の工夫、経費節減の工夫、トラブルの処理経験等）
・効率的な事業計画と適正な収支計画の提案
・休館、開館時間の現状に対する考え方と提案
・経営環境（施設の立地条件、近隣類似施設の状況
　等）の分析
・施設の特徴や利用料金の設定に基づく経営戦略の
　提案
・ノウハウ、人材等を活かした自主事業の提案
・指定管理者に応募した理由（施設の現状に対する
　考え方と利用促進の提案）

40 0
・法人等の設立目的及び組織状況
・法人等の財務状況及び経営基盤の安定
・法人等の事業内容の開示状況（事業報告書等）
・施設経理の法人等経理からの分離と経理の明確化
・管理業務に必要な関係法令の把握と遵守
・障害者雇用率の遵守
・労働基準法の遵守等、適正な労働条件の整備
・個人情報保護の考え方と個人情報の管理方法
・情報管理体制(マニュアルの策定、責任者の配置
　等）の整備と情報公開への対応
・必要な有資格者の確保
・緊急時対応マニュアルの策定と緊急救護体制の整備
・施設・設備等の管理の方針と取組（法定点検、定
　期点検、日常点検、安全点検等）
・職員の技術向上や能力育成の方針と取組
・研修計画の策定と研修体制の整備
・運営事業及び自主事業に必要な人材（資格、技
　術、技能、経験、人数等）の確保
・適正な勤務体制の整備と必要な人件費の計上
・管理責任者及び管理責任体制の明確化
・管理運営業務に必要な備品、器具等の計画的な調
　達及び修理
・一部業務の第三者への委託の考え方と範囲
・定期的な経営状況・利用状況の把握と報告
・人権の遵守、環境問題(CO2削減、ごみ処理等)への取

り組み
・地域経済への寄与(地域雇用の創出や資材の調達等)
及び就労困難者への雇用、就労支援の取組

15 0
・施設の設置目的・業務内容の理解
・法人等の定款、規約における業務内容との一致状況
・運営事業と自主事業のバランスの考え方
・自主事業の内容及び料金設定の提案
・交通アクセスの考え方と駐車場の運用
・地元状況の理解と地域貢献に対する考え方
・地元地域及び関係機関との連携と対応

15 0
・利用者ニーズの把握と反映方法の提案
・自主事業における無料サービス事業、自動販売
　機の設置、物品販売等の提案
・高齢者に配慮した自主事業の提案、広報計画等
・高齢者の利用の促進のための提案
・利用者等とのトラブル防止、接遇対応向上の取組
・トラブルや苦情の想定と対処方策

100 0

　(3) 地元還元施設としての配慮 5

5

　(2) 利用者の利便性の確保

　(1) 施設の設置目的と法人等の理念、
　　姿勢等の整合性

★(2) 団体の運営の公正性及び透明性

★(5) 施設管理の安全性への配慮 5

★(1) 類似施設の運営実績

★(2) 効率的運営及び効率化への取組

２　施設の効用の最大限の発揮及び管理経費の縮減に関すること。

5

5

合　　　　　　　　計

５　市民サービスに関すること。

5

5

5

★(6) 職員の研修

　(8) 計画的な施設の運営管理等

　(7) 業務執行体制の整備

３　施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力に関すること。

１  市民の平等な利用の確保に関すること。

★(4) 情報セキュリティー対策への取組

5

5

★(1) 団体の理念、姿勢及び社会的責任

★(2) 施設の利用者への対応

指定管理者候補者選定評価表　　－サービス水準等評価－

5

前島熱利用セン
ター
市民生活環境部
資源循環推進課

評　　価　　項　　目（★は規則に定める項目）

5

４　施設の設置の目的の寄与に関すること。

5

5

5

　(1) 利用者に対するサービスの向上 5

　(3) 苦情処理対応への取組

　(2) 高齢者の利用促進への取組 5

★(3) 団体の運営における法令の遵守

　(3) 状況把握に基づく経営戦略 5

★(4) 指定への意欲及び熱意 5

5

★(1) 団体の安定性及び継続性
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